
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

医

療

に

係

る

療

育

の

給

付

に

要

す

る

費

用

の

う

医

薬

安

全

課

ち

本

人

及

び

そ

の

扶

養

義

務

者

か

ら

徴

収

す

る

費

用

の

額

の

基

準

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

特

定

施

設

の

設

置

及

び

構

造

等

変

更

の

許

可

申

〃

請

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

の

取

会

計

課

消

し

【

公

告

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

税

務

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

医
療
に
係
る
療
育
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
す
る
費
用

。

の
額
の
基
準

平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

（
）

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

。

本
文
中

所
得
税
額
等

を

市
町
村
民
税
額
等

に
改
め

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

「
」

「
」

、

階
層

徴
収

基
準

加
算

基
準

世
帯

の
階

層
の

区
分

区
分

月
額

月
額

Ａ
生

活
保

護
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
に

よ
る

被
保

円
円

護
世

帯
（

単
給

世
帯

を
含

む
。

）
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

0
0

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
並

び
に

永
住

帰
国

し
た

中
国

残
留

邦
人

等
及

び
特

定
配

偶
者

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

（
平

成
６

年
法

律
第

3
0
号

）
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
帯

Ｂ
Ａ

階
層

を
除

き
，

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
非

課
税

の
2
,
2
0
0

2
2
0

世
帯

Ｃ
Ａ

階
層

を
除

き
，

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
均

等
割

の
4
,
5
0
0

4
5
0

額
の

み
の

世
帯

Ｄ
Ａ

階
層

，
Ｂ

階
層

及
円

び
Ｃ

階
層

を
除

き
，

所
得

割
の

年
額

当
該

年
度

分
の

市
町

3
,
0
0
0
以

下
Ｄ

１
5
,
8
0
0

5
8
0

村
民

税
課

税
の

世
帯

で
あ

っ
て

，
そ

の
市

3
,
0
0
1
～

5
,
8
0
0

Ｄ
２

6
,
9
0
0

6
9
0

町
村

民
税

所
得

割
の

額
の

区
分

が
次

の
区

5
,
8
0
1
～

8
,
7
0
0

Ｄ
３

7
,
6
0
0

7
6
0

分
に

該
当

す
る

世
帯

8
,
7
0
1
～

1
3
,
0
0
0

Ｄ
４

8
,
5
0
0

8
5
0

1
3
,
0
0
1
～

1
7
,
4
0
0

Ｄ
５

9
,
4
0
0

9
4
0

1
7
,
4
0
1
～

2
2
,
4
0
0

Ｄ
６

1
1
,
0
0
0

1
,
1
0
0

2
2
,
4
0
1
～

2
8
,
2
0
0

Ｄ
７

1
2
,
5
0
0

1
,
2
5
0

2
8
,
2
0
1
～

5
8
,
4
0
0

Ｄ
８

1
6
,
2
0
0

1
,
6
2
0

5
8
,
4
0
1
～

7
5
,
0
0
0

Ｄ
９

1
8
,
7
0
0

1
,
8
7
0

7
5
,
0
0
1
～

9
6
,
6
0
0

Ｄ
1
0

2
3
,
1
0
0

2
,
3
1
0

9
6
,
6
0
1
～

1
2
1
,
8
0
0

Ｄ
1
1

2
7
,
5
0
0

2
,
7
5
0
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1
2
1
,
8
0
1
～

1
7
5
,
5
0
0

Ｄ
1
2

3
5
,
7
0
0

3
,
5
7
0

1
7
5
,
5
0
1
～

2
2
1
,
1
0
0

Ｄ
1
3

4
4
,
0
0
0

4
,
4
0
0

2
2
1
,
1
0
1
～

3
8
0
,
8
0
0

Ｄ
1
4

5
2
,
3
0
0

5
,
2
3
0

3
8
0
,
8
0
1
～

5
4
9
,
0
0
0

Ｄ
1
5

8
0
,
7
0
0

8
,
0
7
0

5
4
9
,
0
0
1
～

5
7
9
,
0
0
0

Ｄ
1
6

8
5
,
0
0
0

8
,
5
0
0

5
7
9
,
0
0
1
～

7
0
0
,
9
0
0

Ｄ
1
7

1
0
2
,
9
0
0

1
0
,
2
9
0

7
0
0
,
9
0
1
～

8
4
9
,
0
0
0

Ｄ
1
8

1
2
2
,
5
0
0

1
2
,
2
5
0

8
4
9
,
0
0
1
～

1
,
0
4
1
,
0
0
0

Ｄ
1
9

1
4
3
,
8
0
0

1
4
,
3
8
0

1
,
0
4
1
,
0
0
1
以

上
Ｄ

2
0

全
額

左
の

徴
収

基
準

月
額

の
1
0
％

。

た
だ

し
,

そ
の

額
が

1
7
,
1
2
0
円

に
満

た
な

い
場

合

は
，

1
7
,
1

2
0
円

備
考

１
当

該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

課
税

関
係

が
判

明
し

な
い

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
，

こ
れ

が
判

明
す

る
ま

で
の

期
間

は
，

前
年

度
の

市
町

村
民

税
に

よ
る

こ
と

と
す

る
。

２
徴

収
月

額
の

決
定

の
特

例

(
1
)

Ａ
階

層
以

外
の

各
層

に
属

す
る

世
帯

か
ら

２
人

以
上

の
児

童
が

同
時

に
こ

の
表

の
適

用
を

受
け

る
場

合
は

，
そ

の
月

の
徴

収
基

準
月

額
の

最
も

多
額

な
児

童
以

外

の
児

童
に

つ
い

て
は

，
加

算
基

準
月

額
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

(
2
)

入
院

期
間

又
は

通
院

期
間

が
１

月
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
，

徴
収

基
準

月
額

又
は

加
算

基
準

月
額

に
つ

き
，

さ
ら

に
日

割
計

算
に

よ
っ

て
決

定
す

る
。

そ
の

月
の

入
院

期
間

（
通

院
期

間
）

基
準

月
額

×
そ

の
月

の
実

日
数

(
3
)

1
0
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

，
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

(
4
)

児
童

に
民

法
（

明
治

2
9
年

法
律

第
8
9
号

）
第

8
7
7
条

に
規

定
す

る
当

該
児

童
の

扶
養

義
務

者
が

な
い

と
き

は
，

徴
収

月
額

の
決

定
は

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

た

だ
し

，
児

童
本

人
に

市
町

村
民

税
が

課
せ

ら
れ

て
い

る
場

合
は

，
本

人
に

つ
き

，

扶
養

義
務

者
に

準
じ

て
徴

収
月

額
を

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

令和２年１１月１３日　岡山県公報　第１２２４４号



３
世

帯
階

層
区

分
の

認
定

(
1
)

認
定

の
原

則

世
帯

階
層

区
分

の
認

定
は

，
当

該
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

構
成

員
及

び
そ

れ
以

外
の

者
で

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

，
当

該
児

童
の

扶
養

義
務

者

の
全

て
に

つ
い

て
，

そ
の

所
得

割
等

の
課

税
の

有
無

に
よ

り
行

う
も

の
で

あ
る

。

(
2
)

認
定

の
基

礎
と

な
る

用
語

の
定

義

ア
「

児
童

の
属

す
る

世
帯

」
と

は
，

当
該

児
童

と
生

計
を

一
に

す
る

消
費

経
済

上
の

一
単

位
を

指
す

の
で

あ
っ

て
，

夫
婦

と
児

童
が

同
一

家
屋

で
生

活
し

て
い

る
標

準
世

帯
は

も
ち

ろ
ん

の
こ

と
，

父
が

農
閑

期
で

出
稼

ぎ
の

た
め

数
月

別
居

し
て

い
る

場
合

，
病

気
治

療
の

た
め

一
時

土
地

の
病

院
に

入
院

し
て

い
る

場

合
，

父
の

職
場

の
都

合
上

他
の

土
地

で
下

宿
し

時
々

帰
宅

す
る

こ
と

を
例

と
し

て
い

る
場

合
等

は
，

そ
の

父
は

児
童

と
同

一
世

帯
に

属
し

て
い

る
も

の
と

す

る
。

イ
「

扶
養

義
務

者
」

と
は

，
民

法
第

8
7
7
条

に
規

定
す

る
直

系
血

族
（

父
母

，

祖
父

母
，

養
父

母
等

）
及

び
兄

弟
姉

妹
（

た
だ

し
，

就
学

児
童

，
乳

幼
児

等
1
8

歳
未

満
の

兄
弟

姉
妹

で
未

就
業

の
者

は
，

原
則

と
し

て
扶

養
義

務
者

と
し

て
の

取
扱

い
は

し
な

い
も

の
と

す
る

。
）

並
び

に
そ

れ
以

外
の

三
親

等
内

の
親

族

（
叔

父
，

叔
母

等
）

で
家

庭
裁

判
所

が
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

し
て

，
特

に
扶

養
の

義
務

を
負

わ
せ

る
も

の
を

い
う

。
た

だ
し

，
児

童
と

世
帯

を
一

に
し

な
い

扶
養

義
務

者
に

つ
い

て
は

，
現

に
児

童
に

対
し

て
扶

養
を

履
行

し
て

い
る

者
の

ほ
か

は
，

認
定

に
際

し
て

扶
養

義
務

者
と

し
て

の
取

扱
い

を
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。

(
3
)

適
用

時
期

毎
年

度
の

こ
の

表
の

適
用

時
期

は
，

毎
年

７
月

１
日

を
起

点
と

し
て

取
り

扱
う

も
の

と
す

る
。

４
徴

収
基

準
月

額
の

欄
に

「
全

額
」

と
あ

る
の

は
，

当
該

児
童

の
措

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
，

県
が

徴
収

す
る

額
は

，
県

の
支

弁
す

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年

法
律

第
1
1
4
号

）
に

よ
る

負
担

額
を

差
し

引
い

た
額

を
超

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

５
災

害
等

に
よ

り
，

前
年

度
と

当
該

年
度

と
の

所
得

に
著

し
い

変
動

が
あ

っ
た

場
合

に
は

，
そ

の
状

況
等

を
勘

案
し

て
実

情
に

即
し

た
弾

力
性

の
あ

る
取

扱
い

を
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。

６
平

成
3
0
年

度
の

生
活

保
護

基
準

の
見

直
し

に
よ

る
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

，
Ｂ

階

層
の

対
象

世
帯

の
う

ち
，

特
に

困
窮

し
て

い
る

と
知

事
が

認
め

た
世

帯
に

つ
い

て

も
，

Ａ
階

層
と

同
様

の
取

扱
い

と
す

る
。

７
次

の
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に
つ

い
て

は
，

地
方

税
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
１

項
第

1
1
号

に
規

定
す

る
寡

婦
又

は
同

項

第
1
2
号

に
規

定
す

る
寡

夫
と

み
な

し
，

そ
の

者
の

前
年

の
所

得
（

同
項

第
1
3
号

に
規

定
す

る
合

計
所

得
金

額
と

し
，

１
月

か
ら

６
月

ま
で

の
間

に
医

療
に

係
る

療
育

の
給

付
を

受
け

た
と

き
に

お
い

て
は

，
前

々
年

の
合

計
所

得
金

額
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
が

1
2
5
万

円
以

下
の

と
き

は
，

市
町

村
民

税
非

課
税

と
し

て
取

り
扱

う
。

ま
た

，
上

記
に

よ
り

寡
婦

又
は

寡
夫

と
み

な
し

た
者

で
あ

っ
て

，
市

町
村

民
税

非

課
税

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
以

外
の

者
に

つ
い

て
は

，
所

得
割

の
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
，

総
所

得
金

額
，

退
職

所
得

金
額

又
は

山
林

所
得

金
額

の
合

計
額

か
ら

，

(
1
)
又

は
(
3
)
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
2
6
万

円
を

，
(
2
)
に

該
当

す
る

場
合

に

あ
っ

て
は

3
0
万

円
を

控
除

す
る

も
の

と
し

，
所

得
税

の
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
，

総
所

得
金

額
，

退
職

所
得

金
額

又
は

山
林

所
得

金
額

か
ら

，
(
1
)
又

は
(
3
)
に

該
当

す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

2
7
万

円
を

，
(
2
)
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
3
5
万

円
を

控
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除
す

る
も

の
と

す
る

。

(
1
)

婚
姻

に
よ

ら
な

い
で

母
と

な
っ

た
女

子
で

あ
っ

て
，

現
に

婚
姻

を
し

て
い

な
い

も
の

の
う

ち
，

扶
養

親
族

そ
の

他
そ

の
者

と
生

計
を

一
に

す
る

子
（

前
年

の
所

得

が
所

得
税

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
3
3
号

）
第

8
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
控

除
さ

れ
る

額
（

以
下

「
基

礎
控

除
額

」
と

い
う

。
）

以
下

で
あ

る
子

（
他

の
者

と
生

計

を
一

に
す

る
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

で
あ

る
者

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

）
を

有

す
る

も
の

（
(
2
)
に

掲
げ

る
者

を
除

く
。

）

(
2
)

(
1
)
に

掲
げ

る
者

の
う

ち
，

扶
養

親
族

で
あ

る
子

を
有

し
，

か
つ

，
前

年
の

所

得
が

5
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

(
3
)

婚
姻

に
よ

ら
な

い
で

父
と

な
っ

た
男

子
で

あ
っ

て
，

現
に

婚
姻

を
し

て
い

な
い

も
の

の
う

ち
，

そ
の

者
と

生
計

を
一

に
す

る
子

（
前

年
の

所
得

が
基

礎
控

除
額

以

下
で

あ
る

子
）

を
有

し
，

前
年

の
所

得
が

5
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

も
の

附

則

。

こ
の
告
示
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

、
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

北
興

化
学

工
業

株
式

会
社

住
所

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
本

町
一

丁
目

５
番

４
号

氏
名

代
表

取
締

役
社

長
佐

野
健

一

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
北

興
化

学
工

業
株

式
会

社
岡

山
工

場

所
在

地
玉

野
市

胸
上

番
地

4
0
2
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

46－イ

種 類 同左
有機化学工業製品製造
業の用に供する水洗施
設（Ｒ－７－５）

能 力 12.0㎥／時12.0㎥／回
1.2～1.5回／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 38.5 45.5
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 0.5～2.5 0.5～2.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 760 1,000
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 33 57

油 分（㎎／Ｌ） 32 41

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 17 20
同左

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.4 0.6

ふっ素（㎎／Ｌ） <0.1 55

ほう素（㎎／Ｌ） <0.1 14

ベンゼン（㎎／Ｌ） <0.01 0.1

アンモニア，アンモニウム
6.8 8.0化合物，亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和２年11月13日から同年12月４日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

湯
原

酒
造

株
式

会
社1
4
4

住
所

真
庭

市
湯

原
温

泉

氏
名

代
表

取
締

役
小

河
原

靖
弘

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
湯

の
蔵

つ
る

や

1
4
4

所
在

地
真

庭
市

湯
原

温
泉
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

66の３－ハ 66の３－ハ
旅館業の用に供する洗 旅館業の用に供する入
濯施設（Ａ－６） 浴施設（101～103，10種 類

5号室ユニットバス）

能 力 350Ⅼ×２基 260Ⅼ×４基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 18時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.8 1.15 2.1 2.7
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 40 50
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 40 50

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 40 50
同左

油 分（㎎／Ｌ） 3 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 5 10

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 1 2

大腸菌群数（個／㎤） 無数 無数

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
備考 ２ 入浴施設（Ａ－６ （101～103，105号室ユニットバス）の汚水等の水量は、各特定施設からの排水量の合計を示す。）、
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 浄化槽 同左

種 類 合併処理浄化槽 同左

構 造 ＲＣ＋ＦＲＰ 同左

主 要 寸 法 Ｗ3.8×Ｌ14.75×Ｈ9.2（ｍ） 同左

能 力 330人槽，55㎥／日 同左

処 理 の 方 法 接触ばっ気方式 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 42.95 55 42.95 55 40.95 52.45 40.95 52.45
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 200 250 20 30

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 150 200 30 40

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 250 300 50 70
同左

油 分（㎎／Ｌ） 20 30 痕跡 5

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 50 60 30 40

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 20 25 4.3 8.6

大腸菌群数（個／㎤） 無数 無数 3,000以下 3,000以下
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 162.85 213.9 161.55 212.35

ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6

ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 9 15

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 11 17

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 16 24
同左

油 分（㎎／Ｌ） 痕跡 2

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 8 13

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 1.2 3.0

3,000以下 3,000以下大腸菌群数（個／㎤）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和２年11月13日から同年12月４日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び真庭市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
な

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
入
田
三
九
一
番
地
一
尾
関
コ
ー
ポ
一
〇
三
号
室

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
も
も

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
入
田
三
九
一
番
地
一
尾
関
コ
ー
ポ
一
〇
一
号
室

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
七
〇
〇
八
四
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

六
間
丘
３
番
川
西
谷
川
交
差
左
側
樋
門

非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業

宮
下
西
新
開
水
路
そ
の
２

〃

三

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
三
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二

年
十
月
三
十
一
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

岡
山
市
北
区
下
石
井
二

一

岡
田

輝
子

岡
山
市
北
区
下
石
井
二

一

一
四

－
－

－

一
四

－
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〔
五
〇
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

法
人
二
税
の
税
制
改
正
に
伴
う
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
（
拡
充
分
）

二

契
約
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
務
部
税
務
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
日
立
製
作
所

中
国
支
社

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

五
六

八
四
八

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五

一
六
八

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め
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〔
五
〇
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

ア
ー
ツ
＆
ク
ラ
フ
ツ
ビ
レ
ッ
ジ

三

代
表
者
の
氏
名

長
尾

豊
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

久
米
郡
美
咲
町
中
三
〇
九
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、『

、

、

』

、

こ
の
法
人
は

自
然

芸
術

工
芸
が
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る

と
い
う
認
識
の
も
と

、

、

現
代
社
会
に
お
い
て
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
全
て
の
人
々

と
り
わ
け
心
身
に
障
害
を
持
つ
人

高
齢
者
、
こ
ど
も
た
ち
が
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、

地
域
福
祉
、
地
域
生
活
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
地
域
を
基
礎
と
し
て
、
地
方
と
都
市
、
国
際
的
な

交
流
を
通
し
て
人
々
の
生
活
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

令和２年１１月１３日　岡山県公報　第１２２４４号



第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

〔
五
〇
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

中
山
間
地
域
総
合
整
備

和
気
地
区
（
杉
平
用
排
水
路
、
宇
生
用
水
路
、

り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書

塩
田
取
水
施
設
、
梶
井
頭
首
工
、
大
畑
・
蔭
平
農
道
、
本
農
道

）
）

類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

中
山
間
地
域
総
合
整
備

和
気
地
区
（
杉
平
用
排
水
路
、
宇
生
用
水
路
、

（

塩
田
取
水
施
設
、
梶
井
頭
首
工
、
大
畑
・
蔭
平
農
道
、
本
農
道

）
変
更
計
画
書

）

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

和
気
町
役
場
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〔
五
一
〇
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
地
の
所
在
等

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
字
向
河
原
五
六
五
番
一

田

一
、
七
四
一

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
字
尺
塔
八
七
八
番

田

二
、
九
四
七

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
字
尺
塔
八
八
三
番
一

田

一
、
五
九
三

二

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

借
賃
に
相
当
す
る

内

容

始

期

存
続
期
間

補
償
金
の
額

水
田
と
し
て
利
用

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

権
利
の
始
期
か
ら
令

五
四
、
六
〇
〇
円

和
十
二
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で

三

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
（
岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）

理
事
長

京

博
司

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報
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名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
津
山
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。
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〔
五
一
一
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
真
庭
市

か
ら
真
庭
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

真
庭
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

二

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日

令
和
二
年
十
月
二
十
七
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
真
庭
市
生
活
環
境
部
環
境
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
五
一
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
久
々
原
九
〇
三

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
日
ノ
出
町
一

七

一
五

六
〇
三
号

－
－

－

小
野

敏
広

小
野

直
美

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
五
号
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〔
五
一
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
杉
ノ
木
一
七
四
二

三
、
一
七
四
二

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
山
地
三
〇
八
コ
ー
ポ
パ
サ
デ
ィ
ナ
二
〇
一

小
西

拓
実

小
西

莉
奈

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
二
号
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〔
五
一
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
尾
越
四
七
八
八

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
五
二
二

二
三

－

中
島

崇
詞

中
島

晶
紀

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
四
号
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